
任意継続被保険者前納保険料早見表の見方
初年度の保険料の求め方
〇月払いの場合
取得月 と同じ金額を毎月１０日までに振込

〇全期前納及び９月以降に取得する半期前納の場合
取得月 取得の翌月～翌年３月（年度末）までの月数

〇４月～８月までに取得する半期前納の場合
取得月 取得の翌月～９月までの月数 １０月～年度末までの月数

【初年度の保険料の例】
・在籍時標準報酬月額４１０千円（健康保険料本人負担額１９，２７０円以上）、年齢６０歳（介護保険料あり）の場合

取得日 納付方法 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

4月1日 月払い 47,355 47,355 47,355 47,355 47,355 47,355 47,355 47,355 47,355 47,355 47,355 47,355 568,260
4月1日 半期前納 47,355 234,467 280,902 562,724
4月1日 全期前納 47,355 510,817 558,172
5月15日 半期前納 47,355 187,880 280,902 516,137
10月1日 半期前納 47,355 234,467 281,822
6月30日 全期前納 47,355 419,301 466,656

【参照　等級表】

一般 （基本） （特定） 調整 健康 介護 子ども 合計
94.700 56.360 38.340 1.300 96.000 17.200 2.300 115.500

前納月数 0ケ月：割引なし 1ケ月 2ケ月 3ケ月 4ケ月 5ケ月 6ケ月 7ケ月 8ケ月 9ケ月 10ケ月 11ケ月 12ケ月 前納月数

月別納入倍率 1.0000000000 0.9967369426 0.9934845328 0.9902427358 0.9870115169 0.9837908416 0.9805806757 0.9773809847 0.9741917345 0.9710128909 0.9678444201 0.9646862883 0.9615384615 月別納入倍率
健康保険料 5,568 5,551 11,082 16,596 22,091 27,569 33,029 38,471 43,896 49,302 54,691 60,063 65,416 健康保険料
介護保険料 997 994 1,985 2,973 3,958 4,939 5,918 6,893 7,864 8,833 9,799 10,761 11,720 介護保険料
子ども支援金 133 132 265 397 529 660 791 921 1,051 1,181 1,310 1,438 1,567 子ども支援金

合計 6,698 6,677 13,332 19,966 26,578 33,168 39,738 46,285 52,811 59,316 65,800 72,262 78,703 合計
健康保険料 30,720 30,620 61,140 91,560 121,881 152,103 182,227 212,252 242,179 272,009 301,741 331,376 360,915 健康保険料
介護保険料 5,504 5,486 10,954 16,404 21,837 27,252 32,649 38,028 43,390 48,735 54,062 59,371 64,664 介護保険料
子ども支援金 736 733 1,464 2,193 2,920 3,644 4,365 5,085 5,802 6,516 7,229 7,939 8,646 子ども支援金

合計 36,960 36,839 73,558 110,157 146,638 182,999 219,241 255,365 291,371 327,260 363,032 398,686 434,225 合計
健康保険料 32,640 32,534 64,961 97,283 129,499 161,610 193,616 225,517 257,316 289,009 320,599 352,087 383,471 健康保険料
介護保険料 5,848 5,829 11,639 17,430 23,202 28,955 34,689 40,405 46,102 51,781 57,441 63,082 68,705 介護保険料
子ども支援金 782 779 1,556 2,330 3,102 3,871 4,638 5,403 6,164 6,924 7,681 8,435 9,187 子ども支援金

合計 39,270 39,142 78,156 117,043 155,803 194,436 232,943 271,325 309,582 347,714 385,721 423,604 461,363 合計
健康保険料 34,560 34,448 68,783 103,006 137,116 171,116 205,005 238,784 272,451 306,010 339,459 372,798 406,029 健康保険料
介護保険料 6,192 6,172 12,323 18,455 24,567 30,658 36,730 42,782 48,814 54,827 60,820 66,793 72,747 介護保険料
子ども支援金 828 825 1,647 2,467 3,285 4,099 4,911 5,720 6,527 7,331 8,132 8,931 9,727 子ども支援金

合計 41,580 41,445 82,753 123,928 164,968 205,873 246,646 287,286 327,792 368,168 408,411 448,522 488,503 合計
健康保険料 36,480 36,361 72,604 108,728 144,734 180,623 216,394 252,049 287,587 323,010 358,317 393,509 428,586 健康保険料
介護保険料 6,536 6,515 13,008 19,480 25,931 32,361 38,771 45,159 51,526 57,873 64,198 70,504 76,788 介護保険料
子ども支援金 874 871 1,739 2,604 3,467 4,327 5,184 6,038 6,890 7,738 8,584 9,427 10,268 子ども支援金

合計 43,890 43,747 87,351 130,812 174,132 217,311 260,349 303,246 346,003 388,621 431,099 473,440 515,642 合計
健康保険料 39,360 39,232 78,336 117,312 156,160 194,882 233,478 271,948 310,291 348,511 386,605 424,575 462,422 健康保険料
介護保険料 7,052 7,029 14,035 21,018 27,979 34,916 41,831 48,724 55,594 62,441 69,267 76,070 82,850 介護保険料
子ども支援金 943 939 1,876 2,810 3,741 4,669 5,593 6,515 7,434 8,349 9,262 10,172 11,078 子ども支援金

以上 合計 47,355 47,200 94,247 141,140 187,880 234,467 280,902 327,187 373,319 419,301 465,134 510,817 556,350 合計

１ヶ月分 ４ヶ月分 ５ヶ月分 ６ヶ月分 ９ヶ月分 11ヶ月分

【注意事項】

〇資格取得日は、退職日の翌日です。

〇保険料は日割計算できませんので、月の途中に資格を取得した場合でも１ヶ月分の納付が必要です。

〇保険料の引き落としはできません。お振込みいただく際の手数料は被保険者様負担ですので、納付方法をお選びの際は振込手数料についてもご考慮のうえでご検討ください。

〇前納をお選びいただくと、資格取得月の翌月分から複利原価法に基づいて保険料が割引されます。取得月の保険料については、納付方法に関わらず割引が適用されませんのでご注意ください。

〇前納分の保険料は、前納に係る期間の前月末までの納付が必要です。

〇半期前納を選択された場合、後期分（１０月～翌年３月分）の納付書は９月中旬以降に送付いたします。
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①任意継続資格取得月保険料

並びに

月払選択時の保険料（各月）

⑤５月に資格を取得し、翌月以降を

半期前納を選択した場合

（６月～９月分）

⑥６月に資格を取得し、

翌月以降を全期前納

を選択した場合

（７月～翌年３月分）

こちらの図は、計算例の説明用として掲載しているもののため、全部の等級を表示をしておりません。保険料を試算される際は早見表をご参照ください。

③４月～９月に資格を取得し、翌月以降を

半期前納を選択した場合の後期前納分

（１０月～翌年３月分）

②４月に資格を取得し、翌月以降を半期前納を選択

した場合の前期前納分（５月～９月分）

１０月に資格を取得し、翌月以降を半期前納を選択

した場合の後期前納分（１１月～翌年３月分）
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④４月に資格を取得し、翌月以降を

全期前納を選択した場合

（５月～翌年３月分）
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